
 

1 

 

長崎県島原病院UPS更新に係る公募型プロポーザル募集要領 

 

      令和５年7月24日 

                                            長崎県島原病院長  蒲原 行雄 

 

１．業務名 

  長崎県島原病院UPS更新 

 

２．業務の履行場所 

  長崎県島原病院 長崎県島原市下川尻町７８９５ 

 

３．委託期間 

  契約日から令和6年8月３１日 

 

４．業務の目的 

本業務は、既設のUPS設備を最適容量のUPSに更新することを目的とするものである。 

当院での無停電電源装置は、商用電源の一時的な電圧低下や停電により発生する瞬時停電や、

災害時等の非常時の長時間の停電発生時に、非常用発電機が稼働するまでの間に機器の停止が

許されない最重要医療機器等の負荷電源の信頼性向上を目的としたものである。 

当院は長崎県県南地域の地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院等の指定を受け、地

域に高度で先進的な治療を行うだけでなく、災害時にも初期救急医療を提供する災害拠点病院の

指定を受けており、院内での安定かつ持続的な電力供給はかかせないものである。 

本業務は、当院の現況の設備や医療設備を考慮し、前述の無停電電源としての機能をより適切で

安全に配慮した形で、負荷対象設備に適したUPS機種、医療環境に考慮した配置構成、経済性等

において最適な提案と高度な技術力を持ってUPS更新業務の提供を受けることを目的としている。 

 

５．業務の内容 

  業務の内容は、以下の通りとし、業務の詳細は「長崎県島原病院UPS更新仕様書」（以下、「仕様

書」という。）に定めるところによる。 

① 電源供給対象設備（手術室、ICU）に最適なUPS更新提案・設計 

② 既設ＵＰＳの撤去 

③ ＵＰＳ設置、設置場所から対象負荷までの配線工事、動作試験・調整 

④ 既設アイソレーションユニットとの配線接続 

⑤ 新設 UPS設置に際し必要な受変電設備の改修 

⑥ UPSの運転状況を遠隔監視できるシステムの構築 
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⑦ 運用に係るに日常メンテナンス等操作研修 

⑧ 保守・運用支援提案（保証期間終了後の保守・運用支援は別途契約予定） 

 

６．業務の実施方法 

  「仕様書」に定めるところによる。 

 

７．受託者の選定方法  

  受託者の選定は、公募型プロポーザル方式により行う。 

  プロポーザルに参加しようとする場合は、参加申込書、参加資格要件が確認できる資格 

審査書類及び提案書をそれぞれの期日までに提出すること。 

  なお、参加資格要件がないことが判明した場合、それ以降の手続きには参加できない。 

 

８．参加資格 

  次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている

者は、同条第1項第1号の規定に該当しない者である。 

 （2） この公告の日から令和5年9月4日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けてい

る者又は受けることが明らかである者でないこと。 

 （３） この公告の日から令和５年９月４日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団

等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 

 （4） 本プロポーザルにかかる「公募型プロポーザルの参加者の資格等（告示）」の参加資格に示し

たプロポーザル参加資格を有すると認められた者であること。 

 （5） 過去５年以内に元請けとしてUPS更新の施工実績を有すること。 

 （6） 長崎県内に営業所を有していること。 

 （7） 本契約は、設置において電気工事を含むため以下の要件を満たしていること。 

    ①過去5年以内に病院での電気工事の実績を有すること。 

    ②建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第3条の規定に基づく、電気工事に

かかる建設業の許可を有すること。 

    ③工事に、第1種電気工事士の配置が可能なこと。 

 

９．参加手続き 

 （１） 担当部局 

   （住所）〒855-0861 長崎県島原市下川尻町7895番地 

   （名称）長崎県島原病院 財務係 
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   （電話）0957-63-1145（代表） （FAX）0957－63－4864  

 （２） 募集要領の配付 

   上記（１）の場所で令和5年7月24日（月）から令和5年8月4日（金）まで（土日・祝祭日を除く。）

の午前9時から午後5時まで配布する。 

    なお、各種様式は、長崎県病院企業団本部又は長崎県島原病院のホームページからのダウンロードも可

能であるが、「仕様書」についてはプロポーザル参加申請後に個別配布するものとする。 

長崎県病院企業団本部ホームページ http://www.nagasaki-hosp-agency.or.jp/ 

長崎県島原病院ホームページ    http://www.shimabarabyoin.jp/ 

 

10．参加申込み 

 （１） 参加申込書の提出 

参加を希望する者は、参加申込書（様式１）を提出すること。 

参加申込書の提出がない者の参加は認められない。 

参加を希望する者は、病院見学にて該当設備の現況確認をすること。 

（２） 提出期限 

令和5年8月4日（金）午後5時必着 

持参又は郵送（期限内必着のこと。）で行うこと。 

 （３） 提出場所 

    上記９（1）の担当部局とする。 

 （４） 参加辞退 

    参加申込書を提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（様式任意）を提出する

こと。なお、辞退することによって、今後の長崎県病院企業団との契約等について不利益な取扱

いをするものではない。 

 

11.見学 

 （１） 見学日時 令和5年7月31日（月）～令和5年8月１8日（金）まで随時実施 

（２） 事前予約 業務内容の説明及び施設見学は随時受け付けるので、参加申込期間中に予約する

こと。（休日を除く各日の午前10時から午後4時までの受付とする。）なお、見学は１

参加者当たり３名程度とし、業務に支障とならないよう配慮すること。また、マスクを

必ず着用すること。 

          手術室内のアイソレーションユニットの見学を希望する者は、予約時に申し出ること。 

            予約問合せ先：島原病院財務係（電話）0957-63-1145（代表） 

 

12．質疑回答 

 （１） 質問書の提出 

    質疑がある場合は、質問書（様式２）を提出すること。口頭による質疑は受け付けない。 

http://www.nagasaki-hosp-agency.or.jp/
http://www.shimabarabyoin.jp/
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ただし、様式や手続きの確認など軽微なものは口頭により回答する場合がある。 

 （２） 提出期限 

    令和5年8月21日（月）午後５時 

    持参、郵送（期限内必着のこと。）、又はＦＡＸで行うこと。 

 （３） 提出場所 

    上記９（1）の担当部局とする。 

 （４） 回答 

    質疑に対する回答は、令和5年8月２1日（月）までに、共通事項については、参加者全員に、個

別事項については質問者へ、随時、ＦＡＸもしくはメールにて担当者宛通知するが、この場合受

け取った旨を電話で連絡すること。 

    原則、質問書を受け付けた日の翌日から2日以内（土日祝日を除く）に回答するものとする。 

 

13．参加資格審査 

 （１） 資格審査書類の提出 

    参加を希望する者は、参加申込書提出時又は提出後、以下の書類を提出すること。 

① 参加資格審査申請書（様式3）及び添付書類一式 

② 印鑑届（様式４） 

③ 受託実績調査表（様式5） 

（２） 提出期限 

     令和5年8月4日（金）午後5時必着 

     持参又は郵送（期限内必着のこと。）で行うこと。 

 （３） 提出場所 

    上記９（1）の担当部局とする。 

 （４）結果の通知 

    令和5年8月7日（月）までに資格審査結果通知書（様式6）により通知する。なお、参加資格が

ないと認められた者はその後のプロポーザルには参加できない。 

 

14．提案書 

資格審査書類を提出し参加資格が認められた者は、次に掲げる事項を明記した提案書及び添付 

書類を提出すること。提案書の提出がない者の参加は認められない。 

 提案書の作成についての詳細は（別紙）「提案書等の作成要領」による。 

（１） 提出書類（自由様式のものについては、（別紙）「提案書等の作成要領」により指定している事項

を記載していれば、特に形式は問わないが、原則A4サイズに印刷すること。A3版を使用する場

合は片面印刷としA4版に折り込むこと。） 

① 企画提案書（提案様式１） 
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② 企画提案書表紙（自由様式） 

③ 会社概要説明（自由様式・パンフレット可） 

④ 業務実施体制（自由様式） 

⑤ 受託実績（提案様式2） 

⑥ UPS本体の性能について（自由様式） 

⑦ 新設するUPSの配置構成に関する説明（自由様式） 

⑧ 障害時の連絡体制について 

⑨ 見積提案書（提案様式3）   

提案上限額目安：６，０００万円（税抜） ※契約時の予定価格とするものではない。 

➉ 保守・運用支援にかかる費用見積提案書（提案様式4） 

（２） 留意事項 

記載については「仕様書」の内容を満たすこと。また「【別紙】長崎県島原病院UPS更新技術評

価点の評価基準表」を参照すること。 

（３） 提出期限 

     令和5年8月21日（月）午後5時必着 

     持参又は郵送（期限内必着のこと。）で行うこと。 

（４） 提出場所 

    上記９（1）の担当部局とする。 

 （５） 提出部数 

１1部（１部を正本とし、残りは複写で可）。原則としてA４（左綴じ）で作成すること。 

 

15.プレゼンテーションについて 

 （１） 通知 

   プレゼンテーションの日時については後日通知する。なお、プレゼンテーションに出席できないとき

は失格とする。 

 （２） プレゼンテーションの内容 

   プレゼンテーションは提案書に基づき行い、「【別紙】長崎県島原病院UPS更新技術評価点の評

価基準表」に記載している内容を中心に、専門家でなくてもわかりやすいプレゼンテーションをする

こと。また、提案内容はすべて実現可能なものであること。 

 

16．応募及び提出書類等に関する注意事項 

 （１） 費用負担 

     応募に関し必要な費用は、応募者の負担とする。 

 （２） 提出書類の返却等 

     原則として提出書類は返却しない。また、本院は提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、



 

6 

 

情報を漏らしたりすることはしない。ただし、参加申込書及び添付書類並びに提案書及びその審

査・選定に関する文書は、長崎県病院企業団情報公開条例の規定により開示請求があった場合、

開示する場合がある。 

 （３） 本院からの提供資料の取扱い 

    本院が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

 （４） １応募者の複数提案の禁止 

    １応募者は、１つの提案しか行うことができない。 

 （５） 提出書類の変更 

   提出された書類は変更を求めることができない。ただし、提出期限前については、この限りでは 

ない。 

 （６） 虚偽の記載の禁止 

    提出書類に虚偽の記載をした場合は、その書類は無効とする。 

 （７） 提出書類作成に用いる言語等 

   ① 提出書類は原則として日本語で作成すること。なお、やむを得ず外国語で記載する 

     場合は、日本語の訳文を付記するか添付すること。 

   ② 提出書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程（昭和22年大蔵省令第95号） 

     第16条に基づき定められた外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し記載すること。 

 

17．契約候補者の選定 

（１） 選定方法 

   参加者から提出された提案書及びプレゼンテーションの内容について評価基準表に基づき採点

し、最高得点者を契約候補者として選定する。 

最高得点者は、長崎県島原病院関係者から成る選定委員会を設置のうえ、各選定委員が採点

（100点満点）した結果を合計した点数を評価点数とし、決定するものとする。 

（２） 評価項目    

    「【別紙】長崎県島原病院UPS更新 技術評価点の評価基準表」のとおり。 

（３） 参加が無効となる場合 

   参加申込書、提案書及びその他添付資料が次に該当する場合は、参加を無効とする。 

   ① 提出期限が経過して到着した場合 

   ② 故意に虚偽の記載がなされている場合 

（４） 契約候補者の選定結果の通知 

    プレゼンテーション最終日から7日以内（土日・祝祭日を除く。）に行う。 

 

18．契約方法 

  （１） 上記17の選定終了後、発注者は選定された最高得点者と別途協議を行い、協議が整った場
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合は地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定により随意契約により契約を締結する。 

  （２） 選定された最高得点者との協議が整わない場合は、次点者と同様の契約手続きを行う。 

 

 


